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東海市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに

公布する。 

 

令和６年３月２９日 

 

東海市長 花 田 勝 重 

 

東海市規則第２２号 

 

東海市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部を改正する規

則 

 

東海市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則（昭和４７年東海市規則第３号）

の一部を次のように改正する。 

第１３条第２項第２号を次のように改める。 

 西知多医療厚生組合総務部施設管理課長 

第１３条第２項第４号を次のように改める。 

 リサイクル推進課長 

第１５条第１項中「清掃センター課長」を「リサイクル推進課長」に改める。 

第１７条中「環境経済部清掃センター」を「環境経済部リサイクル推進課」に改め

る。 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 


